
国
立
国
会
図
書
館
連
絡
調
整
委
員
会
議
事
規
則 

（
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
七
日
制
定
） 

 

第
一
条 

国
立
国
会
図
書
館
連
絡
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
の
会
議
は
、
委
員
長
が
、
日
時
及
び
場
所
を
定
め
て
招
集
す
る
。 

第
二
条 

委
員
長
は
、
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

２ 

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員

が
議
長
と
な
る
。 

第
三
条 

会
議
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で

き
な
い
。 

２ 

議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議

長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
四
条 

発
言
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
議
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
五
条 

委
員
会
は
、
国
会
議
員
、
国
立
国
会
図
書
館
の
職
員
そ
の
他
適
当
と

認
め
る
者
に
会
議
へ
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条 

議
事
の
手
続
に
関
す
る
事
項
で
こ
の
規
則
に
規
定
の
な
い
も
の
は
、

委
員
長
が
会
議
に
は
か
つ
て
定
め
る
。 

第
七
条 

委
員
会
の
庶
務
は
、
国
立
国
会
図
書
館
総
務
部
で
行
な
う
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
二
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 


